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ページ https://www.maff.go.jp/aqs/ をご覧ください。

肉、臓器、骨、角、皮、毛、卵など

ハム、ソーセージ、ベーコンなど

肉製品（肉まん、餃子、ジャーキーなど）
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ページ https://www.maff.go.jp/aqs/ をご覧ください。



アフリカ豚熱
ぶたねつ ブタやイノシシがかかる

致死性（死んでしまうこと）の高い病気
し たか びょうき



検査が必要なものもあります。

このほかに、わら、飼料（エサ）用の乾草、

サル（原則持ちこみ禁止）、金魚なども

検査が必要です。
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   maff.go.jp/pps/ をご覧ください。



ホームページ https://www.   



係留検査
けいりゅうけんさ

とき

ばあい

どうぶつけんえきしょ けんさ ひつよう

動物や畜産物を持ち出す時、動物検疫所での検査が必要になる
場合があります。



https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/

03-3501-1723

03-3581-3351（代表）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/05.html



旅具検疫第1課（第1ターミナル）
旅具検疫第2課（第2ターミナル）
旅具検疫第3課（第3ターミナル）
犬・猫輸出入手続窓口

　第２・３旅客担当（第２・３ターミナル）

2023年 3月作成

ホームページ　https://www.maff.go.jp/aqs/ホームページ　https://www.maff.go.jp/pps/

函館空港出張所 0138-84-5415

0476-32-6510
0476-34-2342
0476-34-4260
0476-32-6664

米子空港出張所 0859-45-3800

動植物検疫は、海外から侵入しようとする動物の病気や植物の病害虫から日本の

農業と緑、動物たちを守るために行われています。日本にお帰りの際には動物検疫・

植物検疫を受けていただきますようご協力お願いします。
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